
令和５年８月公表分〔本庁（出先機関を含む）〕 （業務委託）

1
総務部
税務課

不動産取得税税制改
正に伴う特記コード
追加対応等に係る税
務システム改修業務

令 和 5 年 7 月 13 日
(株)日立製作所　中国支社
広島市中区袋町５－２５

1,507,000

　本税務システム改修については、システムの安定運用を前提と
し、また、既に適用されている地方税法の改正内容を反映するもの
であり、早期に反映させるため限られた期間内に業務を完了する必
要がある。
　現行の税務システムは、当該業者が構築するとともに、保守運用
業務を行っており、本システムを熟知していることから、本件業務
を円滑かつ確実に履行できるのは当該業者以外にない。

第 ２ 号

2
県民生活部
くらし安全安心課

特殊詐欺被害防止の
啓発に係る新聞広告
掲載業務

令 和 5 年 7 月 27 日
(株)山陽新聞社
岡山市北区柳町２－１－１

1,199,000
　県内最多の購買部数を有する新聞社であり、業務を最も効率的・
効果的に進められるため

第 ２ 号

3
環境文化部
循環型社会推進課

ワンウェイプラス
チック削減キャン
ペーン実施業務

令 和 5 年 7 月 18 日
株式会社ファジアーノ岡山ス
ポーツクラブ
岡山市北区厚生町３-１-１５

4,565,000

　本事業は、ワンウェイプラスチック削減に関心の薄い若い世代へ
の普及啓発を目的としている。今回委託を予定しているファジアー
ノ岡山が所属するJリーグは、環境省と連携協定を締結し、協働して
環境問題に関する普及啓発等を行っていることに加え、ファジアー
ノ岡山は、「子どもたちに夢を！」をチーム理念とした岡山県を
ホームタウンとするプロサッカーチームであり、県内トップクラブ
チームの中でも高い入場者数を維持するなど、若い世代を中心に広
く県民に親しまれ、２万人以上のフォロワーを保有するＴｗｉｔｔ
ｅｒを始めとする各ＳＮＳでも高い発信力をもっていることから、
連携することで広く県民に高いPR効果が見込まれるため。

第 ２ 号

4
環境文化部
自然環境課

令和５年度岡山県み
どりの大会開催業務

令 和 5 年 7 月 20 日
（公社）岡山県緑化推進協会
岡山市北区錦町１－８

4,235,000

 （公社）岡山県緑化推進協会は、緑化の推進に取り組むとともに、
これに係る県民の活動を幅広く支援することにより県土の緑化に寄
与することを目的として、県や市町村をはじめ、林業や農業はもと
より、商工関係の団体や様々な企業等で構成されており、法律に基
づいて緑の募金を用いた森林整備事業等を実施することができる県
内唯一の団体に指定されており、協会の事業と一体的に実施するこ
とにより、高い相乗効果が期待でき、当該業務の企画・運営に精通
している唯一の団体である。

第 ２ 号

5
環境文化部
国民スポーツ大会推
進室

冬季スポーツ・ＯＫ
ＡＹＡＭＡ応援事業
業務委託

令 和 5 年 7 月 5 日
（公財）岡山県スポーツ協会
岡山市北区いずみ町２－１－
３

4,346,320

　左記の者は、その性質上平素から、各競技団体や各アイススケー
トリンクと連絡を取っており、それぞれの状況等も把握しているた
め、本業務に関する調整も迅速かつ綿密に行うことが可能である。
　また、スポーツイベントの経験が豊富であり、その経験・知識に
より様々な調整を円滑に進めることが可能である。
　以上のとおり、上記業者は本業務を経済的かつ効率的に実施でき
る唯一の者である。

第 ２ 号
経営状況等の概況
（県外郭団体）
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6
保健医療部
保健医療課

岡山県医療・福祉施
設等物価高騰対策支
援金管理システム調
達及び運用保守等業
務

令 和 5 年 6 月 19 日
（株）両備システムズ
岡山市南区豊成２－７－１６

10,461,440

　当該支援金事業は、令和５年３月の国の物価・賃金・生活総合対
策本部において、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、
必要な支援をきめ細やかに実施できるよう「電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援地方交付金」が創設されたことを受け、６月補正
予算で措置される事業である。
　実施期間末までに県内の医療・福祉施設等約１４，０００件を処
理する必要があるが、現行の管理体制では業務遂行が困難であり、
予算成立後速やかに事務体制を整備しなければ事業目的を達成する
ことが困難であることから、緊急にシステムや体制を構築する必要
があり、競争入札に付するいとまがないため。

第 ２ 号

7 保健医療部
医療推進課

岡山県看護学生奨学
資金システムＯＳ
バージョンアップ・
Ｅｄｇｅ対応改修業
務

令 和 5 年 7 月 11 日

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ中国　岡山支店　支店
長　河野　恵
岡山市北区表町１－５－１

5,555,000
　当該システムの開発者である(株)エヌ・ティ・ティ・データ中国
のみが業務の履行が可能であるため。

第 ２ 号

8
保健医療部
健康推進課

「未来のパパ＆ママ
を育てる出前講座等
推進事業」普及啓発
資材の作成に係る委
託事業

令 和 5 年 7 月 28 日
（大）岡山大学
岡山市北区津島中１－１－１

3,800,000

　本業務において作成する啓発資材等は、妊孕性等に関する専門的
内容を若い世代へ分かりやすく啓発するためのものであり、高度な
専門的知識と教育能力が要求される。岡山大学は、保健学研究科を
有し、不妊治療や妊孕性に関する研究、高度な専門的知識の教育に
長けている県内唯一の機関であるため。

第 ２ 号

9
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（大）岡山大学　岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－１

2,860,000

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

10
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（公財）慈圭会
岡山市南区浦安本町１００－
２

2,699,063

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

11
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（学）川崎学園
倉敷市松島５７７

2,700,342

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号
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12
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（社医）全仁会
倉敷市老松町４－３－３８

4,252,886

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

13
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（医）梁風会
高梁市落合町阿部２２００

4,248,218

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

14
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（一財）江原積善会
津山市一方１４０

2,700,342

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

15
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（医社）きのこ会
笠岡市東大戸２９０８

4,255,574

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

16
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度岡山県認
知症疾患医療セン
ター運営事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（医社）井口会
真庭市上市瀬３６８

1,014,704

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺症状
と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健医療・介
護関係者との連携等を目的としており、国と協議の上、県が指定し
ている「認知症疾患医療センター」にしか行えない業務であるた
め。

第 ２ 号

17
子ども・福祉部
福祉企画課

令和５年度重層的支
援体制整備事業に係
る都道府県後方支援
事業

令 和 5 年 6 月 28 日

（福）岡山県社会福祉協議会
岡山市北区南方２－１３－１
岡山県総合福祉・ボランティ
ア・ＮＰＯ会館「きらめきプ
ラザ」内

3,200,000

　当事業は、市町村に対し技術的な助言及び支援を行うことで、重
層事業や地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体
制の整備が適正かつ円滑に行われることを目的としており、これを
達成するためには、福祉に関する包括的な相談・要望や情報提供の
依頼に対応できるノウハウがあること、関係機関を含めた県内全域
のネットワークと調整能力を有していること、事業内容や先進的事
例等について熟知していること、地域課題とその解決に関する専門
的知識を有していること、各福祉分野への幅広い人脈を有している
こと、等が必要となる。
　これらの条件をすべて満たす相手先は岡山県社会福祉協議会以外
にはなく、当該事業の趣旨を捉え、事業を推進していくことができ
る唯一の法人であるため。

第 ２ 号
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18
出納局
会計課

ＩＳＤＮ回線廃止に
伴うＡｎｓｅｒＤＡ
ＴＡＰＯＲＴ切替に
係る統合財務会計シ
ステム改修業務

令 和 5 年 7 月 10 日
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ中国　岡山支店
岡山市北区表町１－５－１

12,760,000

　本業務は、本システムと各金融機関とのデータ送受信までの連携
処理を改修するものであり、内容が複雑な上、改修による本システ
ムへの影響を広く考慮しなければならないものであるため、本シス
テムの構築業務を行い、システムに深く精通している左記業者以外
に当該業務を行える者はいない。

第 ２ 号

19
出納局
用度課

用品管理システムOS
バージョンアップ及
びEdge対応改修業務

令 和 5 年 7 月 19 日
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ中国　岡山支店
岡山市北区表町１－５－１

5,445,000

　本業務は、用品管理システムで使用しているＯＳのバージョン
アップを行い、併せてＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｄｇｅで本システムが
動作するよう、システム改修を行うものであるが、契約不適合責任
の範囲が不明確となるため、当該システムの構築及び保守運用を委
託している業者と契約する必要がある。

第 ２ 号

4


